
 

 

 

 

 
平成 24 年度  

和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業 
 
 
 
 

         Choice（選択）＋Izumi（和泉）の造語です。 

 
 

支援を希望する団体募集要項 
 
 

事前相談期間 平成２３年 ９月２８日（水）～ ９月３０日（金） 

申請受付期間 平成２３年１０月 ３日（月）～１０月２４日（月） 
       土日祝日を除く（午前 8 時 45 分～午後 5 時 15 分） 

 
 

問合わせ・申請書提出先：和泉市市長公室 公民協働推進室  
〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7 番 5 号 

電話：０７２５－９９－８１０３ 
FAX：０７２５－４１－１９４４ 

  Mail：koukyou@city.osaka-izumi.lg.jp 
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１ 和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業の申請要件 
（１）和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業とは 
「和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業」は、１８歳以上の市民が、あらかじめ申請のあったボラ

ンティア団体やＮＰＯ法人などの市民活動団体の中から支援したい団体を選ぶことで、一定の支援額

を市がその団体に補助金として交付する制度です。 
市民の市民活動に対する理解及び関心を深めるとともに、市民活動団体の活性化及びその活動の促

進を図り、もって市民相互の協働によるまちづくりを推進することを目的としています。 
 

※ ここでいう市民活動団体とは、ボランティア活動を行う団体、特定非営利活動 
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 法人（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する 
特定非営利活動法人をいう。）その他の非営利活動を行う団体であって、福祉、 
環境、文化、スポーツ、青少年の健全育成その他社会貢献にかかる分野の活動を 
行っているものをいいます。 

※ 「社会貢献的な活動」とは、不特定多数の利益のための活動であって「公益活

動」とも言います。特定個人の利益のための「私益活動」や、特定の団体・会員・ 

仲間内等の利益のための「共益活動」とは区別されます。 

 
制度のイメージ図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）対象となる団体 
支援金の交付を受けることのできる市民活動団体は、次の条件をすべて満たしている団体です。 

(1) 市内に事務所を有し、主として市内において活動をしていること。 

(2) 規約、会則、定款等市民活動団体の組織、運営等に関する定め及び役員名簿等を有している

こと。 

(3) 団体を組織する構成員が５名以上であること。 

(4) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。 

(5) 公序良俗に反する活動をしていないこと。 

(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。 

【注意】 

※ 町会・自治会については、一般的には町会・自治会に加入している方のみが受 

 益者となる「共益活動」を行う団体に含まれ、対象外となります。ただし、自主 

的なグループを作って町会・自治会の枠を超えて活動し、効果が地域以外にも広 

く及ぶ場合には、そのグループは市民活動団体に該当します。その場合、町会・ 

自治会名とは別の名称での申請をお願いします。 

※ 「宗教的活動」をしていない団体とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、

及び信者を教化育成することを目的としていない団体をいいます。 

※ 「政治的活動」をしていない団体とは、政治上の主義を推進し、支持し、又は

これに反対することや特定の公職の候補者（当該候補者になろうとするものを含

ちょいず 
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 む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的と

していない団体をいいます。 

 

（３）対象となる事業（平成２４年４月中旬～平成２５年３月中旬に実施されるもの） 
 支援金の交付対象となる事業は、1年度につき 1件で、次の要件を満たしている事業です。 

(1)  特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）別表に掲げる活動にかかる分野その他の社

会貢献に係る分野のものであること。 

(2)  営利を目的としないものであること。 

(3)  事業の主たる効果が市内で生じると認められるものであること。 

(4) 市民を主たる対象とするものであること。（※概ね小学校区以上の範囲の市民が対象となる

ものとします。一つの町区域の町会・自治会、老人会、子ども会等の会員を主たる対象とす

るものは不可とします。） 

(5) 当該市民活動団体の構成員のみを対象とするものでないこと。 

(6) 支援金の交付を受けようとする年度に直接和泉市から他の補助金等の交付を受けていないこ 

と。 

 

※「特定非営利活動促進法別表に掲げる活動」とは、以下の１７分野の活動をいいます。 
１ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
２ 社会教育の推進を図る活動 
３ まちづくりの推進を図る活動 
４ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
５ 環境の保全を図る活動 
６ 災害救援活動 
７ 地域安全活動 
８ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
９ 国際協力の活動 
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
11 子どもの健全育成を図る活動 
12 情報化社会の発展を図る活動 
13 科学技術の振興を図る活動 
14 経済活動の活性化を図る活動 
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
16 消費者の保護を図る活動 

17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助活

動 
【注意】 
※ 「営利を目的としない」とは、サービスの対価として利用料や入場料を取っ 

てはいけないとか、活動に携わるスタッフが賃金を受け取ってはいけないとい 
うことではありません。活動で得た利益や資産を構成員に分配してはいけない 

ということです。 
※ 「市民を主たる対象とするもの」とは、具体的には実施する事業の受益者のう 

ち少なくとも半数以上が和泉市民になることが予想される事業のことをいいま

す。 
※ 「市民活動団体の構成員」とは、厳密に言えば、団体の総会で議決権を持つ

人のことをいいます。つまり、活動している者だけを対象とした事業は、社会
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 貢献の観点から対象外となります。なお、サービスを受けるためのいわゆる利用会員のような

方は、ここでいう構成員には含まれません。 
※ 「和泉市からの補助金等の交付を受けていないこと」とは、和泉市から申請

事業に対して別の補助金・交付金・負担金・委託料等の金銭（団体運営に対す

る補助金等を除く。）を受けていない事業のことをいいます。詳しくは個別対応

しますので、お尋ねください。 
 

（４）支援金の対象となる経費 
支援金の交付の対象となる経費は、支援対象事業の遂行に直接必要な経費とし、別表に定めるとお

りとします。 
別表 支援対象事業を実施するために直接必要となる経費の例 

費  目 対象となる経費 
報償費 講師謝礼、調査・研究の報償費その他これらに類するもの 

※申請事業に直接関わる専門的な技能や知識等を有する講師・指導者に対

する謝礼に相当するもの 
旅費 交通費、通行料、ガソリン・軽油代その他これらに類するもの 

※申請事業で直接使用する自動車の燃料費については、走行距離数に 15
円／km を乗じて算出した金額を対象経費とします。なお、事業実施に

際しては、必ず、日時・運転者名・走行距離数・運行区間を記した運行

記録簿を作成し、管理してください。 
消耗品費 文房具の購入費、暖房用燃料費その他これらに類するもの（以下に例示） 

※コピー用紙、封筒、インク等の文具・事務用品類 
※啓発用配布物（ティッシュ等） 
※花の種・苗、肥料、客土等の園芸用品類 
※清掃用具等 
※イベント・大会等の参加者に対しての参加賞・記念品・商品・賞金の経

費は対象外とします。 
食料費 食事代、飲料費その他これらに類するものの内、下記に掲げるもの 

※外部講師の弁当・飲み物代等に限り１人 1,000 円を上限として対象経費

とします。 
※身体を動かす作業等を伴う事業で水分補給が必要と思われる場合のみ、

飲み物代として 1 人 200 円を上限として対象経費とします。 
※懇親会や慰労会等の飲食代、スタッフ等の飲食費（弁当、茶菓子、お茶

代）は対象外とします。 
※会議等の茶菓代は対象外とします。 

印刷製本費 パンフレット、ポスター等の印刷費、簡易印刷（コピー）費 
役務費 郵便料、通信料や振込み手数料、各種保険料その他これらに類するもの 
委託料 団体の本来業務では対応できない専門的な技術・知識を要するもの（事業の

すべてを委託する場合は不可） 
（以下に例示） 

※イベント会場設営業務の委託料 
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費  目 対象となる経費 

※イベント警備業務の委託料 
※看板等の作成・設置等の業務に伴う委託料 

使用料及び賃借料 車両、機械、会場使用料その他これらに類するもの 
※車両、機械、会場等の使用料及び賃借料については、申請事業に必要不

可欠なサービスの提供に係るものに限ります。 
※構成員の所有する物品等の借用に対する謝礼・使用料は、対象外としま

す。 
※事務所の家賃及び光熱水費等の維持管理経費その他組織の運営にかかる

経費は、対象外とします。 
原材料費 加工用、工事用の原材料又は食材等（以下に例示） 

※木材、土砂、ビニールパイプ、コンクリート等の材料費 
※イベント等で不特定多数の市民を対象に調理したものをふるまう場合の

食材費 
※市民を対象にした料理教室等での食材費 

その他 上記以外の経費で市長が適当と認めるもの 
【注意】 
※申請事業を実施するために直接必要な経費のみが対象となります。 
※領収書が無く使途が不明な経費は対象外とします。 
※団体の管理運営費（賃借料、光熱水費、電話料金等）は対象外となります。 
※団体構成員のみで行う、会議や打合せ、研修・練習、交流会等に係る経費は対象

外とします。 
 

（５）支援金の交付申請額の限度額  
 交付申請ができる支援金の額は、申請事業に係る支援対象経費の額の２分の 1 に相当する額以内

の額とします。ただし、２分の１に相当する額が、５０万円を超える場合は、５０万円以内とします。 
【注意】 

※ 同一の事業について他の機関（国・府・民間）から助成金を受けている場合

でも支援対象とします。ただし、当支援金と他の助成金及び事業実施によっ

て生じる収入の合計額が事業費総額を上回った場合は、その分を支援金額か

ら控除します。  

２ あなたが選ぶ市民活動支援事業に応募するには 
 

 
 
 
 
 
 
 

⑤支援金の

額の決定 

②団体要件・ 
事業要件の審査

結果 

１８歳以上の市民 市民活動団体 
①事業計画の提出 

④
支
援
団
体
の
選
択

③
事
業
計
画
の
公
表

⑥
事
業
実
績
報
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⑦
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援
金
の
交
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【事業フロー図】 
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（１）市民活動団体からの申請 フロー図① 事業計画の提出 
【申請の受付期間】平成２３年１０月３日（月）～１０月２４日（月） 

土日祝日を除く 午前８時４５分～午後５時１５分 

【申請の受付場所】和泉市市長公室公民協働推進室（和泉市役所 ３号館３階） 

※申請書類は必ず持参し、市職員のチェックを受けてください。 

※郵送・ＦＡＸ・Ｅメールでの申請はできません。 

 

（２）申請に必要な提出書類 
支援金の交付を申請しようとする市民活動団体は、和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業支援金交 

付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとします。なお、一つの市民

活動団体がこの事業の支援金の交付を受けることができる事業は、1 年度につき 1 事業とします。 
(1) 団体概要調書（様式第２号） 
(2) 規約、会則、定款等及び役員名簿等の写し 
(3) 事業計画書（様式第 3 号） 
(4) 収支予算書（様式第 4 号） 
(5) その他市長が必要と認める書類 
(6) 団体 PR シート 

※市民が支援対象団体の選択届出を行う際に参照していただくための、支援対象団体紹介冊子の原稿

となります。 
 

（３）申請に必要な書類（様式）の入手方法 
申請用紙は、９月２７日（火）～１０月２４日（月）の間、以下の方法により入手できます。 

・ 和泉市役所 公民協働推進室にて配布  

・ 和泉市ホームページからダウンロードする。 

３ 支援対象団体の決定について 
（１）支援対象団体の決定について フロー図② 団体要件・事業要件の審査結果 
市民活動団体からの申請書類等を、市民活動に関する専門知識を有する者等で構成される「和泉市

市民活動支援制度判定会」で審査したうえで市長が、市民の選択の対象となる支援対象団体を決定し

ます。その結果は、申請団体に支援対象団体可否決定通知書（様式第５号）でお知らせします。 
判定会では、団体から提出された書類について 
① 対象となる団体であるか 
② 対象となる事業であるか 
③ 対象となる経費であるか 
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  について判定します。 
また、判定会では下記についてチェックします。 
① 市民の利益に寄与するか 
② 計画に具体性があり、事業を実施することにより見込んでいる成果や効果が得られるか 
 
（２）支援対象団体の公表について フロー図③ 事業計画の公表 
支援対象団体と決定した場合、次の事項及び申請書類等を市ホームページ等で公表します。 

① 支援対象団体の名称 
② 支援対象事業の名称 
③ 各支援対象事業に係る対象経費の額及び交付申請額 
④ 市民活動団体支援金交付申請書（様式第１号） 
⑤ 団体概要調書（様式第２号） 
⑥ 事業計画書（様式第３号） 
⑦ 収支予算書（様式第４号） 

 
（３）団体の活動紹介チラシや制度周知チラシの配布 
 市内４駅（和泉中央駅、和泉府中駅、信太山駅、北信太駅）にて各団体の活動内容が紹介されてい

るチラシや「ちょいず」制度の周知を図るためのチラシを配布する予定ですので、支援対象団体を決

定した場合は、必ず参加して下さい。 
 ２月初旬にチラシの配布を予定していますが、日時は未定です。 
※なお、昨年度実施した各支援対象団体による団体プレゼンテーション及びビデオ撮影は中止します。 
 
（４）その他 
 ちょいず制度をよりよくしていくために意見交換会を実施する場合がありますので、その際は支援

対象団体のみなさんもご参加願います。 
 
 
 
 
 
 
 

４ 市民が支援したい団体を選びます 
（１）団体を選んで支援の届出ができる方は フロー図④ 支援団体の選択 
１８歳以上の市民は、一定金額の権利を持って、支援したい団体を３団体以内で選択し、市に届け

出ることができます。なお、届出の受付期間は平成２４年２月１日（水）～２月２２日（水）を予

定しています。 
※ ここでいう１８歳以上の市民とは、平成２４年２月１日現在において和泉市の 

 住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている年齢１８歳以上 

 の者をいいます。 

※ 一定金額とは、選択の届出を行う年度の６月１日時点の個人市民税額に前年度 



 

8/13 

  の収納率をかけた額の 1パーセント相当額を同日現在の１８歳以上の市民の人口 

         で割った額を考慮して市長が定める額とします。    

平成２４年度分の支援額は、１人５４２円です。（毎年変動します。） 

 

① 1 団体を選択した場合 市民 1 人当たりの支援額の全額･･･５４２円 
② 2 団体を選択した場合 市民 1 人当たりの支援額の 2 分の 1 に相当する額･･･２７１円 
③ 3 団体を選択した場合 市民 1 人当たりの支援額の 3 分の 1 に相当する額･･･１８０円 

 

（２）支援対象団体への支援金の額 
 実際に交付される支援金の額は、各団体が申請した額と同額になるとは限りません。各団体への支

援額は、市民がそれぞれに応援したい団体を選択届出した結果に応じて決定します。つまり、交付申

請額に比例して大勢の市民からの応援が必要になってきます。（ただし、交付申請額が上限となりま

す。） 
【注意】 

※ 全ての団体からの交付申請額の合計が支援金の総予算額を上回る場合は、 
  全支援対象団体一律に予算内に減額調整させていただく場合があります。 
 

 

支援金交付金額の計算例 

各団体への支援金は、市民の選択届出結果に応じて決定されます。ただし、その額が交付の対象

となる経費の額の２分の１に相当する額を超えるときは、当該２分の１に相当する額又は５０万円

のいずれか低いほうの額を上限として、予算の範囲内において市長が定める額とします。 

 

※ 例えば、ある団体の事業を 500 人（1 団体選択 250 人、2 団体選択 150 人、3 団体選択

100 人）が選択したとすると、「542 円×250 人＋271 円×150 人＋180 円×100 人＝

194,150 円」がその団体に交付されます。ただし、このような場合であっても、例えば団体

の申請事業経費が 300,000 円で、交付金の申請額がその 2 分の１の 150,000 円だとする

と、団体への支援金の交付は 150,000 円となります。 

また仮に、団体の申請事業経費が 120 万円の場合は、その 2 分の 1 が 600,000 円となりま

すが、申請できる上限額は 500,000 円となります。 

 
 

団体のみなさんへ 行ってはいけないこと 
 この制度を広め、市民活動を活発にしていくために、団体がＰＲ活動を行うこと

は必要ですが、市民に迷惑をかけたり、制度の信頼を損なうような行為は、和泉市

あなたが選ぶ市民活動支援事業要綱で禁止されています。そのような行為が行われ

た場合は、支援金の交付が取り消されることもありますので十分ご注意ください。 
 
 具体的には 
● 執拗に市民の自宅や職場などに電話をかけたり、訪問すること 
● 市民へ団体選択を強要するような文書や電子メールを送ること 
● 特定団体を誹謗中傷すること などです。 
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５ 市民による団体選択届出の結果が出たら、どうするの 
（１）市が結果を公表します フロー図⑤ 支援金の額の決定 
 市民による団体選択届出結果を市で集計し、団体ごとの支援金交付予定額等を市ホームページで公

表します。 
 
（２）団体の申請額に対して、市民の支援額の合計が下回ったときは・・・ 

市民からの届出結果の公表後、市民の支援金があまり集まらなかった等の理由により、申請額の減

額申請または申請事業の取り下げをすることができます。支援対象団体の方は、必ず市民の選択届出

結果について、公民協働推進室か市ホームページにて確認してください。なお、申請額の増額の変更

申請はできません。 

【変更申請・取下げ受付期間】 集計結果公表日の翌日から起算して１４日以内 

平成２４年３月中旬～平成２４年３月下旬を予定。 

詳しくは、集計結果公表時にホームページをご覧ください。 

 【変更申請のときは下記書類を提出してください。】 

① 和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業支援金交付申請内容変更申請書（様式第７号） 

② 変更後の事業計画書（様式第３号） 

③ 変更後の収支予算書（様式第４号） 

 【取下げのときは下記書類を提出してください。】 

   ① 支援金交付申請取下届（様式第９号） 

 

（３）交付決定 
 公表が行われた日の翌日から起算して２週間経過ののち（変更申請があったときは、支援金交付申

請内容変更可否決定通知書（様式第８号）による通知を行ったとき）、支援金の交付決定を行い、支

援金交付決定通知書（様式第１０号）を団体に送付します。また、支援決定団体の名称、支援金の交

付申請額、交付決定額等を公表します。 

 

（４）支援決定事業を実施するにあたって 
 支援決定事業を実施するときに、団体が独自に作成するチラシ・ポスター・パンフレットなどには

ちょいず（和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業）または、ちょいず（和泉市あなたが選ぶ市民活

動支援団体）と表記してください。（表記位置は自由） 

また、イベント等の参加者の募集などの記事を広報いずみに掲載することができます。原稿（事業

名、実施日、参加方法、問合わせ参加申し込み連絡先等含め１５０字程度）を公民協働推進室に提出

願います。なお、同内容は市ホームページへの掲載も可能です。 

【注意】 

※ 広報いずみ・市ホームページへの掲載は、団体からの申し出が必要です。 

※ 広報原稿の締切日は、通常、イベント等開催月の前々月の２５日～月末が 

目安となりますが、年末年始や休日の関係で、これより早くなることがあり 

 ますので、締切日については早い目に公民協働推進室に電話にて確認願いま 

す。また、月初めにイベントが開催される場合は、開催月の前月の広報へ掲 

載となる場合もありますので、締切日等にご注意願います。 
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 ※ 広報やホームページをご覧になった市民からの問合わせは、いったん公民協働推進室で受

け、問合わせの市民に対し、市民活動団体の代表者氏名・連絡先を伝えます

ので、事業内容の説明や参加申し込み受付については、主催者である市民活

動団体の方で必ず対応できるよう、手配を整えておいてください。 

 

６ 対象事業が終了したら、どうするの 
（１）実績報告書の提出 フロー図⑥ 事業実績報告 
 支援決定団体は、事業終了後、速やかに実績報告書等を市に提出してください。 

 提出書類は、 

① 実績報告書（様式第１１号） 

② 事業報告書（様式第１２号 写真添付のこと） 

③ 収支決算書（様式第１３号 領収書添付のこと）です。 

団体から提出された全ての書類については、判定会で審査をします。 

 

【注意】 

※ 収支決算書（様式第１３号）を記載するときは、申請時に提出していただ 

いた収支予算書（様式第４号）に記載した経費の項目と必ず照らし合わせな 

がら、記載をお願いします。 

 

（２）支援金額の確定 フロー図⑦ 支援金の交付 

判定会での実績報告審査結果を受けて、市が支援金の額を確定します。団体へは、支援金額確定通

知書（様式第１４号）でお知らせします。その後支援金交付請求書（様式第１５号）を提出していた

だきます。よって、支援金の支払いはその後となりますが、交付決定後、交付決定額の３分の２以内

の金額で、支援金概算払請求書（様式第１６号）を提出していただくことができます。 

 

 

（３）支援金交付額の精算（概算払いを受けた団体） 
支援金額が確定した後、支援金額交付請求書（様式第１５号）を提出し、支援金の精算手続きをし

てください。 
 
 

（４）交付決定の取消し、支援金の返還 
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すこと 

があります。その場合は、支援金を返還していただきます。 

(1) 支援決定団体が虚偽その他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。 

(2)  支援決定団体が支援金を支援決定事業以外の用途又は対象経費以外の経費に使用したとき。 

(3) 支援決定団体が支援決定事業を中止し、又は廃止したとき。 

(4) 支援決定団体が交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(5) 市長の指示に従わないとき。 

(6) 支援決定団体が第３条における交付資格団体の要件を満たさなくなったとき。 

(7) 支援決定事業が第４条における支援対象事業の要件を満たさなくなったとき。 
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 (8) 支援決定団体がこの要綱の規定に違反したとき。 

(9) 天災地変その他の理由により、市長が適当でないと認めたとき 

 

７ 情報公開について 
この制度の「公正性」「透明性」を確保するため、交付申請書、支援対象団体と事業の内容、市民

の選択届出結果、支援金交付決定金額、事業実績報告書等、支援金確定額などについては、その都度

市ホームページ等で公表します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 24 年度事業の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団体向け制度説明会の開催 平成 23 年 9 月 27 日 

支援対象団体（事業）の募集 平成 23 年 10 月 3 日～10月 24 日 

判定会（団体要件・事業要件の審査） 平成 23 年 11 月 11 日 

審査結果の通知 平成 23 年 11 月中旬 

18 歳以上の市民１人当たりの支援額の決定・公表 平成 23 年 9 月 1 日 
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 ２週間以内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団体の事業申請書の縦覧 平成 23 年 11 月下旬～ 

制度・団体紹介冊子の配布 平成 24 年広報 2月号 配布時 

市民による支援団体の選択届出 平成 24 年 2 月 1 日～2月 22 日 

届出結果の公表 平成 24 年 3 月下旬 

申請内容変更承認申請書の提出 
判定会の審査 

平成 24 年 3 月 30 日 

支援金の額の決定 平成 24 年 4 月中旬 

支援決定事業の実施 平成 24 年 4 月中旬～平成 25年 3月中旬 

事業実績報告書の提出 平成 24 年 4 月中旬～平成 25年 3月中旬 

支援金の交付 平成 25 年 3 月まで 事業実施後 

判定会（実績報告書の審査） 平成 24 年度中 随時 
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和泉市市長公室 公民協働推進室  
〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7 番 5 号 

 
              （平成 23 年 9 月 14 日作成） 


